
第4回 厚生労働省政策会議

議事次第

日時 :平 成 21年 12月 3日 (木 )

10:30～ 12:00

場所 :衆議院第二議員会館 第一会議室

1.開会

2.案 件

(1)行政刷新会議「事業仕分け」の評価結果について

(2)平成22年度厚生労働省関係税制改正要望の状況について

(3)最近の雇用対策について

(4)その他

3.閉 会



資料1－1  

ゾ
平
厚
 
 

成21年12月2日   
生 労 働 省  

行政刷新会議「事業仕分け」への対応について（経過報告）  

O「事業仕分け」の評価結果を受けた厚生労働省の対応方針lこ基・づく   

削減見込み薇  

約 ▲ 480億円（A）  

（一般会計：▲ 460億円、特別会計：▲ 20億円）  

り減見込み  

約 ▲＋2∴】BOO億円（B）   金の匡l庫；  

（A）＋（B）＝約▲3．280億円  

（C）に対する割合  86％  

＜参考1：省内事業仕分けによる削減見込み額＞  

■ 削減見込み額  約 ▲ 186債  

＜参考2：H22．10概算要求時点での削減窺（対日22，8概算要求時点）＞  

約 ▲ 1．868億  

【評価結果どおりの削減が図られた場合の削減見込み額】：合計約▲3．820億円（C）  

・削減見込み醸（約▲720億円）・基金の国庫返納額（約▲3．100億円）   

9主な見直し  

1．（独）福祉医療機構の基金を全額国庫返納（▲2，787億円）  

2．（1）（独）雇用■能力開発機横道営費交付金等の見直し（▲95億円）  

▲訓練定員の都道府県への移管による補助金等の削減（▲85億円）  

・業務効率化による交付金削減（▲10億円）  

（2）（独）高齢・障害者雇用支援機構運営責交付金等の見直し  
（▲6億円）  

・高齢期雇用就業支援コ丁ナーの廃止及び地方への業務委託について一般  
競争入札へ移行（▲6億円）   

3．畠1事業のうち32事業（63％）について評価結果どおり対応（廃止  
9事業）。残りの19事業についても、なるべく評価結果に沿った対応  
を行う。  

4．引き続き、既存予算の徹底的な見直しについて取り組む。  
一卜   



平成21年12月2日  
厚 生 労 働 省  

行政刷新会議「事業仕分け」への対応について  

キ藩政軸癖套奉蜘紳醇廊痺果極牌癒する事業‘／（3．2重奏ト   

整理番  
7ぎ   

事業名   評価結果   対応  ・要求籠  見直し後   削減額   

‡   
1 － 14  水道施設整備事業   予算要求の縮減（10・｝20％）   ○  縮減（10％）   532億円   479億円   ▲53億円   

2  2 －  3  （独）雇用・能力開発機桟道営費交付金等   業務のスリム化等の見直し   【平成2緯度は2割の削減、平成23年度は5別の削減を  
○   実施（対平成21年度）   

953億円   859偉円   ▲95億円   

3  2 －  6  その他、医療関係の適正化・効率化   見直し（柔道整復師の給付見直 し）  ○  適正化を検討  

4  2 － 10  健康増進対策費（女性の健康支援対策事業委託 費）  廃止   
l  

○   要廃止  5億円   0   ▲5億円   

5  2 － 12  キャリア交流事業   地方・民間にまかせる   ≡・．，，・．……萱漆．≡嬢≡・l・  
11億円  

○   行われていない地域については、民間事業者へ委託 し、市場化テストを実施  
6  2 － 13  労働者派遣事業雇用管理改善等推進事業費  予算要求の縮減（半額）   n ○  縮減（半額） u   5億円   2億円   ▲2條円   

障害者保健福祉推進事業費  
7  2 －  

15   （工賃倍増5か年計画支援事業費）   
予算要求の縮減（半額）   ○  l ⊆縮減（半額） ‖ u   15億円   8億円   ▲7億円   

8  2 － 1（S  両立支援レベルアップ助成金   
】  
廉庖法人制度を廃止するための法改正が必要となるこ  30億円   30億円  

財団の活用を廃止   ○    と及び職員の雇用問題があることから、財団の活用廃 止は平成23年10月からとし、以降は都道府県労働局  
9  2 － 16  短時間労働者均衡待遇推進等助成金  で実施  10億円   10億円  

若年者地域連携事業（ジュニアインターンシップ  
10  2 －18（1）   等の受入開拓事業を含む）   

一般会計分を廃止   （〕  卜般会計分を廃止   20億円   16億円   ▲4億円   

皿  2 －18（2）  インターンシップ受入開拓事業   廃止   ○  廃止   1億円   0   ▲1億円   

12  2 －＿19  グローバル人材育成支援事業   廃止   ○  廃止   3億円   0   ▲3億円   

13  2 －  20  職業能力習得支援制度案施事業   廃止   
】 Oi廃止  

4億円   0   ▲4億円   

■14  2 －  20  キャリアつンサルティングによるメール相談事業  廃止   ○ 廃止  1億円   D   ▲1億円  



15  2 －  23  8020運動特別推進事業   新政権の政策に沿って見直し   ○≡  5億円  
】   

16  2 －  24  高年齢者職業相談室運営費   廃止   ○壬  【廃止   3億円   0   ▲3億円   

17  2 －  26  労災レセプト電算処理システム   発注方法・コスト積算の見直し  ○岳見直し ‖ u  8億円   5億円   ▲1億円   

18  2 － 27（1）  介護サービス適正実施指導率業   地方に移管   。毒軍琵慧芭；菜慧電器；宗  5億円   1億円   ▲4信円   

19  2 － 27（2）  介護支援専門員資質向上事業   予算要求の縮減（半親）・   ○岳縮減（半額）  4億円   2億円   ▲2億円   

】  

20  2 －  28  優良児墓劇巡回等事業   要求通り  】  事項要求   事項要求  
】  

21  2 －  29  生活保護費等負担金（医療扶助の不正請求対策）  見直し（レセプト点検の強化）   

○  ‖ 見直し   
630億円  830億円  
の内数  の内数  

22  2 －  30  生活保護費等負担金（住宅扶助の不正請求対策）  見直し（厚労省検討チームで検討）  ○  見直し  

23  2 －  31  生活保護受給者のうち就労能力のある者の支援  見直し（就労支援を実施する福  。室見直し  630億円   630億円  
祉事務所数の増加）  の内数   の内数   

法改正のうえ、基金は全能返納。基金で実施していた  
24  2 －  32  （独）福祉医療機構   基金全親（乙787億円）を回廊返納  ○   事業は補助事菓として実施することとし、管理費の縮  

減を行う  
見直し（高齢期雇用就業支援  
コーナーを廃止、委託業務一般  地方への業務委託について   

25  2 －  33  （独）高齢・障害者雇用支援機構運営費交付金等    競争入札導入、さらなる運営経  325億円   319億円   ▲6億円   

資の縮減・見直し）   

研修コースについては抜本的見直し（計数は精査申）。  

26  2 －  34  国立保健医療科学院の養成訓練及び試験研究 に必要な経費  業務・組織のスリム化等の見直し  ○   組織の見直しについては組織要求が必要なため、直 近の平成23年度要求までに組織のスリム化案を作成   6億円   5憶円   ▲1億円   

27  2 －  35  企業年金等普及促進費   予算要求の縮減（1／3程度）   ○  縮減（－′3）   23億円   15億円   ▲8倍円   

28  2 －  36  年金に関する広報等に必要な経費   廃止   ○  廃止   2億円   0   ▲2億円   

29  2 －  37  仕事と生活の調和推進事業   要求を見送り   ○  要求を見送り   
9億円   0   ▲g億円   

30  2 － 38・l  介護予防事業（地域支援等業の一部）   予算要求の縮減   。室縮減  201倍円   176億円   ▲25倍円   

3．621倍円  
31  2 －  39  保育所運営費負担金（保育所の利用料の設定の 仕組みを含む）  見直し（保育料徴収基準額の新 たな階層の設置）  ○ 見直し  



■ 
32  2 －  40  国連・障害者の十年記念施設運営費委託費  委託先の見直し   ・ 3億円   3憶円   ▲1億円   

． 

町二二廟政郎峠画幅の評価繹東ど糾わ対暗が由難寧事業∴（19事業上   

整理番 7ヲ  事業番号   
事業名   評価結果   対応  要求籠   見直し後   削減額   

1．医療保険制度の内容に関連する見直しを求められた経費（中医協での検討が必要な事項等）   

33  2 －  4  診療報酬の配分（勤務医対策等）   
見直し（収入が高い診療科、開  ‖ 】  
柴医・勤務医の平準化）  

‖ ‖ 】 ‖  
目指して見直し）  

董  
9兆3．612億円  

34  2 －  5  後発品のある先発晶などの薬価の見直し   見直し（医療材料の内外価蕗差  

董   解消）  

見直し（市販類似薬は保険外）  田  

‡   

見直し（レセプト審査率と手数料 連動）   △∃  

を   

35  

2 －  6  その他、医療関係の適正化・効率化  

l   

38  
合）   

見直し（入院時の食費・居住糞  i審議会の冨義論等を勘案して検討（患者負担増、健保法  
の見直し）  改正が必要〉  

2．廃止、予算計上の見送りとさ．れた事業について、予算額を圧縮して計上を希望する経費   

実態把握PTで実態把握のうえ、内容を見直し減槌要  
37  2 － 1  健康増進対策費（地域健康づくり推進対策費）  廃止   △   求  2億円   1倍円   ▲1億円   

（今後、廃止を含めた見直しを検討）  

38  2 －  2  レセプトオンライン導入のための機器の整備等の 補助  見送り   △  内容を見直し減額要求   215億円   93億円  ▲122億円   

39  2 － 11  社会保障カード   見送リ   
△ 

フェスト  
7億円   1億円   ▲6億円   

40  2 － 14  障害者自立支援調査研究プロジェクト   廃止   △  実態把握PTで突態把握のうえ、内容を見直し減額要求   13憶円   5億円   ▲8億円   

41  2 －  33  く独）勤労者退職金共済機構運営費交付金  一般会計からの運営費交付金 廃止  ‖ 【 △主管埋貴等を見写し  26億円   之引意円   ▲3億円  



3．法人に設置されている「基金を返軌とされた事業について、基金の一部について、引き続き当該法人への措置を希望する経費   

見直し（基金全額を国庫返納、  
42  2 －  8  （財）こども未来財団  

財団の管理費を削減）   ∴圭圭十字㌧ギ浩∴  
4．特別会計で措置すべきとされた事業について、引き続き一般会計での実施を希望する経費   

Ⅶ  43  2 － 17  職業能力形成機会に恵まれなかった若者に対す 発の実施  見直し（特別会計に移管）  
15億円  10偉円  ▲引意円  

る実践的な職業能力開事業  （一般会計分）   （一般会計分）    （一般会計分）   

雇用保険二事業は、失業者に対して行われる失業等  

44  2 － 17  フリーター等正規雇用化支援事業   見直しく特別会計に移管）  
給付の給付誠につながるとの観点から、雇用保険の附  6億円  8億円  0  

帯事業として、被保険者等の失業の予防や雇用機会  
×の増大等に資する雇用対策について行うものである。  

45  2 － 17  若年者試行雇用奨励金   見直し（特別会計に移管）  
指摘された事業は、雇用保険二事業でその全ての部  7イ意円  0  

分を実施すべきものではなく、その一部は、恩の責任  
として一般会計によって実施すべきものである。  

4（；  2 －  21  個別労働紛争対策の推進   見直し（特別会計に移管）  
3億円  3億円  0  

（一般会計分）    （一般会計分）     （一般会計分）   

47  2 －  25  延長保育事業（次世代育成支援対策交付金）  当面特会で措置   
×誓諾星雲監諾謁慧要求を行って  440億円  

の内数  

5．削減・縮減の幅が示された値（半額、1／3削減等）に届かない経費   

48  2 －  9  医師確保、救急・周産期対策補助金   半額   
△密封応（検討中）も含め最大限の見直しを行い3  

574億円   402億円  ▲172倍円   

l  

49  2 － 19  技能向上対策費補助金   半宅頁  △巨平成21年度予算破から3割を削減し計上  19億円   15億円   ▲4イ意円   

i  

50  2 －  22  シルバー人材センター援助事業   1／3程度を縮減   △恒既設㌶署器二箋警覧義認‡より、  136億円   114億円   ▲22億円   

6．その他   

51  2 －  7  若者自立塾（若者職業的自立支援推進事業）  廃止（やり方の変更）   △   4億円   2倍円   ▲2億円   

！度負担等を計上  

※ 行政刷新会議の評価前に厚生労働省自ら削減した額を含む。  

※ 行政刷新会議の対象となった事業における削減嶺は、約580億円である。  

※ 単位未満については、四捨五入により計上している。   



平成21年12月2日  
厚 生 労 働 省  

「事業仕分け（省内）」による概算要求額の見直しについて  

（廃止：13事業 要求の見送り：7事業 金額の削減：44事業）   

・ 国民生活等に影響を与えないよう、執行状況を点検するとともに、・更なる経費の削減を   
図るなどして見直したもの。  

【会計名：一般会計】  
（単位：千円）  

事 ■ ■業  者   ，21■予算額   22■要求額  見直し後  削減額  
（Aト  （B），  （B－A）   

女性医師等就労支援事業   409，845   1．270，743   635．372   ▲635．371   

地域医療確保支援モデル事業   187．500   187．500   0   ▲187．500   

マンモグラフィ検診従事者研修事業費   156．540   109，418   45．000   ▲64．418   

生活衛生振興助成費補助金   412．789   508，035   435．221   ▲72．B14   

生活衛生営業指導糞補助金   577．640   620．241   533．467   ▲86．774   

難病特別対策推進事業費   904．837   1．127．050   990．000   ▲137．05D   

若年層献血者等確保推進費（献血広報活動費）   6．248   6．248   0   ▲6．248   

特定薬物乱用重点予防啓発事業   44．045   69．494   44．045   ▲25．449   

健康食品等関連情報管理費   6．554   6．678   0   ▲6．678   

食品安全監視等強化費   823   755   0   ▲ 755   

検疫対策強化費・（うち名古屋検疫所焼却炉撤去費）   8．239   8，239   4．653   ▲3．586   

訪問介護労働者労働条件改善事業   19．001   1玖641   11．738   ▲6．903   

未就殴卒業者早期就職プロジェクト（仮称）   l，780，366   1．743．515   ▲36，851   

障害者の態様に応じ多様な委託訓練の実施うち、特別支援学  
校と連携した早期委託訓練モデル事業   201．818   138，117   124，838   ▲13，279   

次世代育成支援対策交付金   38，800，000   44．000．000   43▲500，000   ▲500，000   

子どものこころの診療中央拠点病院の整備に必要な経費   20，808   20．883   0   ▲20，863   

母子保健医療対策等総合支援事業（子どもの心の診療拠点  
病院機構推進事業）   

89．500   90，000   83．000   ▲7，000   

母子保健医療対策等総合支援事業（健やかな妊娠・出産等  
サポート事業）   

110，736   111．144   47．888   ▲63．256   

母子家庭等対策総合支援事業（母子自立支援プログラム策  
走等事業）   

406，000   493．000   338．370   ▲154，630   

医療扶助レセプトのオンライン請求への対応  
※セーフティわー支援対策等事業費補助金  1，723．680   0  ▲．1．723，680   

－6－   



事   業． 名   
∴査1■予算額＝・、  ‘22’要求額  見直し後－－，  削減額・  

（A）  ．：（B）  ∴（B」一A）・■   

中国残留邦人への理解を深めるシンポジウム経費   8．869   9，635   9，077   ▲ 558   

上陸時・現地オリエンテーション経費（訪中オリエンテー  
ション）   

5．148   5，144   221   ▲4．923   

中国帰国者支援・交流センターに係る経費（首都圏センター  
における普及啓発準備経費）   

8，6gO   8．716   4．358   ▲4．358   

中国帰国者支援・交流センターに係る経費（地域生活支援維  
遣手業）   

28．833   23．737   ▲5，096   

発達障害者支援体制整備事業費   2字0，480   296．79D   201．312   ▲95，478   

認知症疾患医療センター運営事業費   516，825   g30．195   577．671   ▲352．524   

地域自殺予防情報センター運営事業費   85，504   166．953   130．325   ▲36．628   

自殺遺族ケア対策シンポジウム経費   23．783   23．795   1乙342   ▲11．453   

認知症対策等総合支援事業   、3．029．053   3．480．792   2，690．097   ▲7gO．695   

老人保健福祉企画指導費   54．212   54．212   31．432   ▲22．780   

地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金   38．700．000   27．600．000   26．300．000  ▲1．300．000   

特定健診等情報提供の審査に関する第三者委員会   2．368   1．543   ▲825   

特定健診・保健指導の好事例の収集及び表彰   428   428   286   ▲142   

後期高齢者医療制度における保険料収納対策等に要する経費  
（後期高齢者医療制度事業費補助金）   

352．500   71．252   ▲281，248   

政策評価推進費   8．8川   104．184   91．887   ▲12，297   

公益企幾等労使関係改善費   260   262   0   ▲ 262   

交際費（中央労働委員会）   440   440   0   ▲ 440   

厚生労働省の組織及び定員関係法令集（印刷製本費）’   971   971   0   ▲ 971   

人事評価管理システム関係経費（構築責）   0   46．845   0   ▲46．845   

交瞭費（大臣）   乙040   2．040   0   ▲2．040   

会見室整備事業   0   5．976   0   ▲5．976   

事務執行体制の効率化のための環境整備   0   27，800   ▲27．800   

健康相談派遣事業（うち事務職員職員旅費）   699   ▲699   

社会保険審査官経費（うち証拠書類複写費）   0   13．750   8，250   ▲5，500   

交際費（都道府県労働局）   2．458   2．456   0   ▲2．456   

厚生労働科学研究費評価委員会経費   429   0   ▲ 429   
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・事 一業・名 ∴＝21■予算額・，岩  ．芦2■要求額■ ■ 見直し後‘・  削減率∴‖  
（A）■  （B），■   ′二 

． 

海外情報収集等経費（うち翻訳職員賃金）   1．499   0   ▲1．499   

中高年縦断調査   ．145．543   144．412   63．398   ▲81．014   

21世紀成年者縦断調査   103．313   10乙470   39．020   ▲63．450   

統計調査事務費   31，g95   48．544   47，334   ▲1．210   

疾病死因分類適正化等調査費   柑．178   26．042   25．096   ▲946   

人口動態調査費   1，534．gO6   1．517．079   1．515．870   ▲l．209   

国民生活基礎調査費   511，261   937．852   － 931．323   ▲6．529   

賃金構造基本統計調査費   42．306   42，3（；5   35．372   ▲6．993   

毎月勤労統計調査費   575．598   578．481   576．289   ▲2．192  

削減額計  ▲6，930．570   
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【会計名：労働保険特別会計】  
（単位：千円）  

事   業  ■名   21’予算額   ．22ニ要求額二  

，・（A）’   （B）   （B一旦）′   

労働時間等設定改善援助事業   554，386   308．397   200．094   ▲108，303   

最新の知見による職業性疾病等の予防対策普及促進等事業   36．563   17．008   0   ▲17，008   

保険施設運営状況調査等経費   2．167   2．595   0   ▲2．595   

就職安定資金融資事業   20，454．743   16．458．177   15．195．577  ▲1．262．600   

生産性向上支援業務   3．306   3．092   0   ▲3．092   

（独）高齢■・障害者雇用支援機構運営費交付金等   43，308．908   32．533．213   31．931．229   ▲601．984   

都道府県職業能力開発協会が実施するキャリア支援企業等育  
成事業   693．031   492．356   470．069   ▲22．287   

都道府県職業能力開発協会が実施する「ものづくり立国」の  
推進   658．075   81．081   31．042   ▲50．039   

雇用能力開発機横道営費交付金等   105，932．184   93，746．967   84．738．3D7  ▲9．008，660  

削減額計  ▲11．076，5餌   

欄外「×」は行政刷新会議でも対象とされた事業  

【所管計（一般会計＋特別会計）】   削減額計  ▲18，007．138   
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1内部留保率30％超の公益法人に対する補助金等の見直しについて  

【会計名：一般会計】  （単位：干円）  

ー■■公．∴益．．・＝法．人 名   目 削減額・  
． （A）■．一一   

日本精神科病院協会   精神保健対策費補助金   25．802   20，106   0   ▲20．106   

日本食品衛生協会   厚生労働科学研究費補助金   35．271   35．271   0   ▲35；271   

日本食品衛生協会   厚生労働科学研究費補助金   49．580   4g．580   0   ▲49．580   

長寿科学振興財団   厚生労働科学研究費補助金   80．000   8D．000   47，504   ▲32，496   

長寿科学振興財団   厚生労働科学研究費補助金   29，416   29，416   19．533   ▲9、883   

日本アレルギー協会   難病等情報撞供事業費補助金   12．000   12．000   0   ▲12，000   

日本救急医療財団   厚生労働科学研究費補助金   21．135   21．135   0   ▲21．135   

医療研修推進財団   衛生関係指導者養成等委託費   31．192   31．194   0   ▲31．194   

医療研修推進財団   医療関係者研修費等補助金   3．197   3．211   0   ▲3．211   

歯科医療研修振興財団  医療関係者研修費等補助金   7．212   5．769   5．334   ▲ 435   

日本食生活協会   国民健康づくり運動推進事業  
費補助金   189．257   151．358   67．945   ▲83．413   

日本腎臓財団   厚生労働科学研究費補助金   250．000   250．000   0   ▲250．000   

性の健康医学財団   衛生関係指導者養成等委託費   5．235   4，188   0   ▲4．188   

予防接種リサーチセン  ター   6，654   5，216   3．554   ▲1．662   

予防接種リサーチセン  
ター   

74．559   59．457   40．350   ▲19．107  

削減額計   ▲573．681   

【会計名：年金特別会計児童手当勘定】  

■ 
目■－・名∴ ・削減忽  

∴＝公益几‘法 人 名∴   ． 

（A）∴・   

日本家族計画協会   児童育成事業費補助金   28．385   28．408   0   ▲28，408  

削減額計   ▲28．408   

【所管計（一般会計＋特別会計）】  
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資料 1-2  、

事業仕分け実態把握P丁による報告結果について   平成21準 12月 2日

事業名 WG結論 PT結論

(財 )こども未来財団
見直しを行う
(基金を国庫

返納 )

典型的な天下り団体。財団の管理費見直し。
基金 (312億 円)を全額国庫にいったん返納。
補助金についても精査。

見直しを行う(基金は
期間限定の取崩型に
移行)

法人の管理コスト(特に役員報酬)については、肖1減。
役員の公募により透明性を図る。
財団に対する国庫補助は廃止。     ‐

既存基金は期間限定の取崩型に移行。

障害者自立支援調査研究プロジェクト 廃止

過去の蓄積を利用すれば、施策に反映できる。
毎年100件、調査・研究を既に4年行つている。
不透明な形でのプロジェクト採択。

予,7の縮減
(13億 円(22年 度要求 )

→5億 円)

・焦点を絞り、新たな「障害者総合福祉法 (仮称 )」 の検討等の政
策テーマに沿う事業を優先的採択。
・タト部有識者も入つた審査など採択過程の透明化。
・成果物の周知、手続の迅速化など改善策を講じる。

腱康増進対策費 (地域健康づくり推進対
策費)

廃 止

・財政状況が厳しい中、整理合理化すべき。
(回 の指導的役割は必要性なし、地方・各省庁との分担等)

。天下りしている特定法人への補助金を支出の合理性
なし。

予算の縮減
(2億円(22年 度費求 )

→1億円)

・食生活改善推進員リーダー研修、推進員活動実績評価帳の交
付、健康づくり支援者活動支援事業の助成は廃止。
。(財)日 本食生活協会の公務員OBは非常勤・無報酬。

若者自立塾(若者職業的自立支援lt進
事業)

廃 止

効果の検証や実績が把握できていない。
やり方を含め、いったん廃止して徹底的に見直す。
(財 )日 本生産性本部に事業委託する必要性は疑問。

制度の抜本的見直し
をイテう

支援を必要とする人が利用しやすい制度設計を構築。
低所得者であつても支援を受けられる制度設計を構築。
(財 )日 本生産性本部、の事業委託は廃止L

【21世紀職業財団】
両立支援レベルアップ助成金

見直しを行う

・財団の活用を廃止。指定法人のあり方を含め検討。
・管理費の高額さは問題が大きい。
・指定法人の指定を外し、一般競争入札や労働局等ヘ

移管。  
｀

21世紀1哉業財団の
活用を廃止

・雇用問題に配慮しつつ、財団の活用を廃止。
・指定法人制度を廃止。

【21世紀職業財団】
短時間労働者均等待遇推進等助成金

シルバー人材センター援助事業
予算要求の
縮減(1/3)

全国シルバー人材センター事業協会の廃止検討
1/2補助が既得権益。事件費・管理費は削減。
民業圧迫の実態調査を実施すべき。

予算のnh減
(136億 円 (22年度要求 )

→114億 円)

・事務rt負担率は、会員負担に配慮しつつ引き上げ。
・センター事務局職員の人件貴補助を縮減。
・全国シルバー人材センター事業協会のうち、以下を廃止。
① 啓発活」Jl事 業
② 拠点1社 員に

'1す

る研修事業
③ ワークプラザ奨励11業

【職業能力開発協会】
技能向上対策費補助金

予算要求の

縮減 (半減)

いつまで出し続けるのかという問題。
多くの検定職種を整理・統合。二

=ズ
があるものは、

補助なしで実施。     ,
全国技能士連合会への補助を廃止。

予算の縮減
(19億 円 (22年度要求 )

→15億 円)

・中央協会は、技能検定業務を簡素化・効率化。可能な限り人件
費・事業費を縮減。
・都道府県協会は、以下を補助対象から除外又は予算縮減。
① 役員綸fFc止

② 技

“

Ll■ 定については横定1出 11、 試11実 llt方 法の効率化による11助金‖
"減

。
③ l支‖:1■定以外の各1111習 事業等は原則廃止(人 件rtを 含む)。

・全国技能士会連合会への補助を廃止。

【職業能力開発協会】
職業能力習得支援制度実施事業

廃止

・ビジネスキヤリア検定は自主的にやればよい。
・YESプログラムについても、社内の昇進・昇級が目
標。国の事業として行うのか。
・ビジネス検定に冠を付けただけで、権威がない。

廃止

(4億 円(22年度要求 )

→0億 円 )

・ビジネスキャリア検定及びYESプログラムについては、中央職
業能力開発協会への委託を廃止。
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○ (財)こ ども未来財団

事業仕分けの判断

<見直しを行う

【指摘のポイン ト】

(基金を国庫返納)>

・基金については、金額国庫に一旦返納6財団の管理費についてもガバナンスを効かせた

上で見直 し。

・子どもの1平来や支援は重要だが基金としてやる必要はない。

・補助金についても精査をしてもらい、事業の必要性を国民にしっかり説明できるよう見

直 してほしい。

・典型的な天下り財団の例である。ガバナンスが効いていないこと、自前での評価委員会

による評価制度でよしヽのかという問題があげられ、公益法人全体として見直すことが必

要。

P丁の評価
基金の運用益及び補助事業が減少する一方で、管理費の縮小が伴わず、管理費比率が上昇

している。 (H20の 管理費比率は256%、 10年前の2倍 以上 )

財団が実施 している子育て支援自体は、国が支援を行えない子育て支援対策として、現在

も意味がある。

国が財団に補助を行い続けるよ りも、財団が管理 している基金を%民間のガバナンスを効

かせた上で、利用者ニーズを踏まえた子育て支援対策に充当することが適当。

基金の運用益は金利の低迷によ り近年減少。

P丁 としての対応方針

<見直しを行う (基金は期間限定の取崩型に移行)>
○ 法人の管理コス ト (特に役員報酬)に ついては、削減が必要。

○ 役員に公務員OBが在籍 しているが、役員の公募により透明性を図るよう指導。

○ 財団に対する国庫補助は廃止。

○ 運用型基金については%非効率となつているため、期間限定の取崩型に移行。

O 来年1月 末目途に策定される予定の「子ども 。子育てビジョン (仮称 )」 と整合性をもっ

た形で、外部評価を得つつ、国が実施できない民間による事業を推進。
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○障害者保健福祉推進事業 (障害者自立支援調査研究プロジエク ト)

事業仕分けの判断

<廃止>
【指摘のポイント】
・平成18年 度から累計 684意 円の研究費で543本 もの調査の書積がある。この成果を利用すれ

ば、十分に政策に反映できるはず。

・障害者保健福社は大変重要だが、毎年100件く調査・研究を既に4年行つている。

・さらに今日まで不透明な形でのプロジエク ト採択が行われてきた。

・障害者福祉の現場の実践を通 じた先駆的な取組の共有化・普及を図ることは、学術的な研

究では代替不可能であり、すべてなくしてしまうことは問題。

・過去の蓄積の活用も図ることにより、採択の絞 り込みもできるはず。

・ プロジェク トの採択過程の透明性の確保は不可欠。

・調査研究の成果物の周知、採択手続の迅速化、成果の発表機会の付与等の運用改善が必要。

pTと しての対応方針

<予算の縮減>   13億 円(22年度要求) →  5億 円

○調査研究の焦点を絞 り、新たな「障害者総合福祉法 (仮称)」 の検討とその実施や、障害

者虐待防止等の政策テーマに沿つた事業を優先的に採択。

O全件につき外部有識者も入れて審査、現地確認、収支報告の公表などプロジェク トの採択

過程を透明化。

O調査研究の成果物のHP等 を通じた周知、十分な調査期間が得られるよう採択手続の迅速化、

成果の発表機会の付与などを講じ改善。
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○ 健康増進対策費 (朋健康づ(り推進対策費)

食生活改善推進員は、市町村で研修を受けた方が市町村協議会に加入し、都道府県及び全

国協議会に加盟することにより、国の食生活改善方針に沿つて地域実情に応じた現場での

取組を行つており、地方公共団体との役割分担はできている。

(参考)食生活改善推進員 (無報酬のボランテイア)…・約 18万人

地域住民への活動…全国で延べ約303万 回、延べ約1,800万 人

(財 )日 本食生活協会は、食生活の改善指導を全国各地でボランティアで行つている全国

唯―の団体であり、国の食生活改善方針に対する活動への一定の助成は必要。

一方、長年の事業の取組により、国が先導 して助成する範囲の見直しも必要。

食生活改善推進員の食生活の改善を目的とした活動実態は、長年の歴史により地域に根付

いているが、他方、農林水産省の「食育推進リーダー」は、食生活改善推進員のように活

動実態が全国に及んでいない。(推進員と食育推進リーダーは、ほとんど重複 していない。)

当該法人の役員には 4名 の国家公務員OBがいるが、いずれも非常勤 。無報酬。

P丁 としての対応方針

<予算の縮減 >    2億 円 (22年度要求) →   1億 円

O①既に相当の実績がある食生活改善推進員リーダー研修、②効果が明らかでない推進員活

動実績評価帳 (手帳)の交付、③食生活改善推進員の同様の支援事業である健康づくり支

援者活動支援事業の助成は廃止。

○た だ し、国の事業 (食生活の改善 目標値の達成)に対する協力について最低限の助成を存

糸デ忌。
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事業仕分けの判断

<廃止>
【指摘のポイント】
・財政状況が厳しい中、整理合理化すべきである。

①地域で食育活動が育ってきており国がもはやこの事業で指導的役割を発揮する必要

がない。

②国・地方・各省で同様 。同趣旨のことをやつている。

③成果目標と事業の関係が不明確

・天下りを繰り返している特定法人のみに補助金を支出する合理性は認められない。



○ 若者自立塾 (若者職業的自立支援推進事業)

事業仕分けの判断

<廃止>
【指摘のポイント】
・事業開始から5年経過 しているが、効果の検証や実績が把握できていない。やり方を

含め、いったん廃上 して徹底的に見直リ

・二― 卜対策の重要性は共感できるが、やり方を変えるべき

。(財)日 本生産性本部に丸投げで事業委託する必要性は疑問

PTの評価
`自 立塾の支援対象者は、発達障がいが疑われる者など他の若年者と比べ、大変な困難を抱

えており、合宿型による24時間体制の見守 り支援により、初めて、生活習慣の改善、就

労意欲の喚起を図ることが可能となる。

。自殺未遂までした者が立ち直るなど、個々の利用者にとつては効果を上げており、職業訓

練や基金訓練と比べてもコス トパフォーマンスで劣ることはない。

・こうした者に対する支援を行われなければ、自らの力で生活することができなくなり、生

活保護に陥る可能性が高まるなど、経済的にも将来の社会の損失となる。

。ただし、関連施設との連携による施設誘導、就職支援が十分でなく、ホテルコス トの負担

など施設利用の阻害要因もあり、施設利用者数が伸びていない。

・ (財 )日 本生産性本部が担うセンター機能については、事業開始後 5年が経過し、塾相互の

自発的なネットワークが整いつつあることから、塾相互のネットワークの自発的な取組に

任せることが可能。

       、く(I〕ファ

PTと しての対応方針

<制度の抜本的見直 し>
○ 現行制度を前提とせず、抜本的に見直し。

○ ただし、現場の支援についての評価・満足度は高いため、そのノウハウを引き続き生か

せるよう配慮が必要。

○ 地域若者サポー トステーション等の関連施設との連携を強化し、支援を必要とする人が

利用しやすく、就職に結びつきやすい制度設計を構築。

○ 低所得者であつても、施策の対象とすることが適当な者が支援を受けることができるよ

うな制度設計を構築。

○ (財)日 本生産性本部への事業委託は廃止。



21世紀職業財団
(両立支援レベルアップ助成金、短時間労働者均衡待遇推進助成金 )

事業仕分けの判断

<見直 しを行う>
【指摘のポイント】
。両事業とも21世紀職業財団の活用を廃止。指定法人のあり方について法改正を含めて

対応を求めたい。

・実質活動に対する管理費の高額さは問題が大きい。

・国民の目からみると財団ありきでこの仕事が財団に流れているのではないかという疑

念はぬぐえない。指定法人の指定をはずした上で、一般競争入札や、労働局、地方自

治体等に移すことを考えるべき。その上でどうしても受けるところがない場合はまた

考えてほしい。

P丁の評価
。現状、財団主催セミナー等により女性労働者の雇用管理上の問題を抱える事業所を把握し

ているが、必ずしも財団の事業活動と一体となって運用する必要はなく、助成金業務と切

り離したとしても大きな支障は生じない。

・都道府県労働局においても、女性の能力発揮のための企業の積極的取組を推進するため、

好事例の提供等により周知啓発を行つており、これら事業と一体となって助成金事業を実

施することが効率的。

・ただし、雇用管理ア ドバイザー (企業の人事労務経験者等)による事業所に対する継続的

な助言・指導に対する評価は高い。

・両事業における管理費比率は、平成16年度34.20/0か ら平成20年度20.3%と 改善しているも

のの、依然として高水準。

PTと しての対応方針

<21世 紀職業財団の活用を廃止>
○財団の職員の雇用問題に配慮 した上で、助成金業務について21世紀職業財国の活用を廃

止 し、労働局に移管。

○指定法人制度を廃止。
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○ シルバー人材センター補助事業

事業仕分けの判断

<予算要求の縮減 (1/3程度を縮減)>
【指摘のポイント】

・昭和 55年度からの事業で、 1/2の 補助が既得権益になつている。

・民業圧迫の実態調査にぜひ取 り組んでほしい。

・全国シルバー人材センター事業協会 (全 シ協)の廃止についても検討してほしい。

・会員の賃金の 11%を収納しているセンターであればもつとコス トパフォーマンスよく運

営できるのではないか。

・職員にも高齢者を登用すれば、もつと減額できるのではないか。

PTの評価
・高齢者が社会の一員として働き続けることは、生きがいの充実のみならず、地域の活性化等

の効果も見込まれ評価できる。

し事務費負担率は、現状フ%弱であり極端な引き上げは難しいと考えられるが、受益者負担の

観点から見直しを検討する必要がある。

・経済環境の悪化を受けて、発注単価の引き上げは困難。

・仕事の開拓に会員のネットワークを利用するなど%業務の実施方法を工夫することなどによ

り、事務局体市1を縮減し、人件費の抑制が可能ではないか。

・市区町村との連携強化により、地域に根ざした事業基盤を確立し、事業の安定的な運営を確

保することが必要。

・全シ協については、全国組織の連絡調整、情報収集・提供を行う事業は今後とも必要であ_る

が、都道府県連合の事業との重複は排除すべき。また、ワークプラザ奨励事業については、

支給件数が少なく、すでに役割を終えたと判断できる。

・民業圧迫の実態調査については、時間的制約もあり実施できなかつた。

PTと しての対応方針

<予算の縮減>   136億 円(22年度要求) → 114億 円

○事務費負担率について、高齢者である会員の負担に配慮しつつ、一定程度引き上げ。

Oセ ンターの規模 (職員数)や業務量を勘案した上で、事務局職員に対する人件費補助を縮減。

O市区町村と連携し、特色のある事業を企画していくべきであり、企画提案方式事業を積極的に

活用することにより効率化。

O全シ協の事業のうち、以下のものを廃止

①啓発活動事業

②拠点職員に対する研修事業

③ワークプラザ奨励事業
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○職業能力開発協会

(技能向上対策費補助事業 (技能検定))

事業仕分けの判断

<予算 要 求 の縮 減 (半減 )>
【指摘のポイント】

・補助金ありきの試験制度では本当の試験の二一ズはわからない、いつまで補助金

を出し続けるのかという問題があることから、まず、予算を半額とする。
・多くの検定職種を整理・統合するとともに、ニーズがあるものはマーケットで価

格が決まることから、補助なしで実施する。

・全国技能士会連合会への補助は廃止する。                、

PTと しての対応方針

<予算の縮減>   19億 円(22年度要求) → 15億 円
○中央協会においては、技能検定に関する業務を簡素化・効率化することにより、技

能検定の質を確保 しつつ、可能な限り人件費・事業費の縮減を図り、補助金を削減。

○都道府県協会においては、以下のものについて、補助対象から除外又は予算を縮減。

① 役員給の廃止

② 技能検定については検定職種、試験実施方法の効率化による補助金の削減

③ 技能検定以外の各種請習事業等に対する補助の原則廃止 (当 該事業分の人件費

(3割程度)を含む)

○全国技能士会連合会への補助は廃止。

P丁の評価
・技能検定の職種については、受検者数が少ないものもあり、検定職種数の見直しや

試験実施回数の効率化を検討することが必要である。また、試験会場が複数に渡る

場合もあり、試験実施方法の効率化を検討することが必要である。

・補助金を半減 した場合、現行 2万円程度の受検料の大幅な引き上げ (1万円程度)

につながるが、昨年 800円 引き上げた際には業界団体・企業から相当な反発があ

り、都道府県も対応に苦慮 し、 10県程度が引き上げできず。

・技能検定以外の業務 (各種請習等)については、協会以外でも実施できるものまで

実施していると考えられる。
~~―

・技能士に対する社会的認識は広まつており、現時点で国が全国技能士会連合会に補

助 して実施するまでの必要性はないと考えられる。
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○ 職業能力開発協会

(職業能力習得支援制度実施事業 (ビジネスキャリア

検定、YESプ ログラム))

事業仕分けの判断

<廃止>
【指摘のポイント】

・ビジネスキャリア検定については国家資格ではな〈、自主的にやつていただければよい。

・YESプログラムについても、社内の昇進・昇級を目標とするような事業を国の事業と

して行うのはいかがか。

・ビジネス検定に冠を付けただけで、しかも権威がないのは、検定証を申し込んでくる人

間がほとんどいないことに表れている。

・ビジネスキャリア検定については、

① すでに事務系職種の職務内容の体系化が定着していること

② 経理・財務や企業法務等の分野については他の公的資格等が存在していること

③ 事務系の職種では技能検定でも民間団体が指定試験実施機関として実施していること

により、既に国の役割として制度の基盤を整備する時期は過ぎたものと考えられる。

・YESプログラムについては、利用が拡大しつつあるものの、ビジネスキャリア検定と同

様に、国の役割として実施する時期は過ぎたものと考えられる。

PTと しての対応方針

<廃止> 41意円 (22年度要求)
→  0億 円

国の委託事業を廃止。○ ビジネスキヤリア検定及びYESプ ログラムについては、
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資料 1-3

現 行

(～平成21年度 )

平成22年度 (案 )

(平成22年4月 より実施予定/以下、現時点での計画)(注 1)

名  称 O若者 自立塾事業
0緊急人材育成・就職支援基金訓練 社会的事業者等訓練

コース 合宿型 (合宿型自立支援プログラム)

対 象 者
0基本的生活習慣、働く自身等、自立に向け困難な課題を

抱えたニート 0同左

入塾 (受講 )

手続き
O各塾運営団体が適格性判断の上決定

○各実施機関による適格性判断、地域若者サポートステーション
(通所型のニート支援機関)のキャリア・コンサルティングによる
課題の見立て等を踏まえ、ハローワークが就職可能性等を判断
し、受講勧奨

プログラム O生活訓練、労働体験中心十基礎技能習得の訓練
○生活訓練、労働体験+基礎技能習得の訓練、社会的

事業分野等のOJT→就職に向けたより実践的なプログラム

実施機関に

対する支援

O入塾実績に講じた訓練等奨励費 (通常28.6万 円、低所得
世帯38.6万円/人・3か月)等

○受講実績に講じた訓練奨励費 (lo万円/人・月)等

入塾 (受講)者

自己負担・

これに対する支援

O訓練経費無料
Oホテルコスト(平均30万円/3か月)自 己負担
0本人給付無し

○訓練経費無料
○ホテルコスト(平均30万円/3か月と見込まれるもの)自 己負担
○一定の要件を満たす場合、受講期間中訓練・生活支援給付金

(10万 円/月 )支給

認定、奨励金支給
監査等実施主体

0若者自立支援中央センターが実施
((財)日本生産性本部 (平成21年度))

021年度補正予算により造成された基金訓練スキームの中で認
定、奨励金支給等の措置

財源、予算規模 O一般会計、3.8億円 (22年度概算要求)
○緊急人材育成口就職支援基金 (平成22年度まで)、 新たな予算

措置なし (注 2)

実施団体数 028団体 (21年 11月 現在 ) ○新たな基準の下で割1練計画の認定を受けた団体が実施

入塾 (受講 )

規模
O入塾見込数 約600名 (21年度 ) ○受入数600名 以上を見込む

１

２

注

注

:今後、関係各方面との調整を経て、具体化を図ることとしており、あくまで現時点の大まかなプラン
:若者自立塾事業について、訓練等奨励費を入塾実績に応じ事後支給する仕組みのため、22年度に、21年度入塾に係る後年度負担のみ発生



国税 地方税 国税 地方税

１① 子ども手当に係る非課税及び差押禁止措置の創設〔所得税、個人住民税等〕 ○ ○ E E E E

２①
児童扶養手当に係る非課税及び差押禁止措置の拡充〔所得税、個人住民税
等〕

○ ○ E E E E

３①
「求職者支援制度」に係る非課税及び差押禁止措置の創設〔所得税、個人住
民税等〕

○ ○ E E E E

３② 雇用保険法の改正に伴う税制上の所要の措置〔所得税、個人住民税等〕 ○ ○ E E E E
４① たばこ対策としてのたばこ税の税率の引上げ〔たばこ税、地方たばこ税〕 ○ － － － －

４②
肝機能障害を身体障害に含めることに伴う税制優遇措置の拡充〔所得税、法
人税、不動産取得税、固定資産税等〕

○ B
B

（一部A）
A A

１①
医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置の創設〔相続税、贈
与税〕

○ D D

１②
周産期医療の連携体制を担う医療機関が取得する分娩施設に係る特例措置
の延長〔不動産取得税〕

△ C B

※ １③
情報基盤強化税制の適用期限の延長及び拡充〔所得税、法人税、法人住民
税〕

△ D D D D

※ １④ 中小企業投資促進税制の適用期限の延長〔所得税、法人税、法人住民税〕 △ C C C C
※ １⑤ 病院等の耐震改修促進税制の延長〔所得税、法人税〕 △ D F

※ １⑥
病院等が取得した地震防災対策用資産に係る特例措置の延長及び拡充〔所
得税、法人税、固定資産税〕

△ D D D D

１⑦
独立行政法人地域医療機能推進機構の設立に伴う社会保険病院等に必要な
非課税措置の創設等〔所得税、法人税、登録免許税、印紙税、法人住民税、事
業税、不動産取得税、固定資産税等〕

○ A
B

（一部A）
A A

１⑧ 社会保険診療報酬に係る非課税措置の存続〔事業税〕 △ C G
１⑨ 医療法人の社会保険診療以外部分に係る軽減措置の存続〔事業税〕 △ C G
１⑩ 社会保険診療報酬等に係る消費税のあり方の検討〔消費税〕 ○ D D

※ １⑪
特定外国子会社等に係る所得の課税の特例（タックスヘイブン税制）〔法人税、
法人住民税、事業税〕

△ － － B B

※ １⑫
国外関連者との取引に係る課税の特例（移転価格税制）〔法人税、法人住民
税、事業税〕

△ － － A A

２①
障害者雇用促進法の改正に伴う障害者を雇用する事業所等に係る税制上の
特例措置の拡充〔所得税、法人税、法人住民税、事業税、不動産取得税、固定 ○ B

B
（一部A）

A A

新規要望事項等

その他の要望事項

平成２２年度厚生労働省税制改正要望　中間査定結果一覧表

０次査定
（１１月１６日）

１次査定
（１１月３０日）要望項目名

マニフェ
スト関
連事項

未実現○

既存△

要望
番号

資料２

特例措置 拡充〔所得税、法 税、法 住民税、事業税、不動産取得税、固定
資産税、事業所税〕

（一部A）

※ ３①
試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除の延長〔所得税、法
人税〕

△ D C

※ ３②
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置の延
長〔所得税、法人税、法人住民税、事業税〕

△ C C C C

３③ と畜場における設備に係る課税標準の特例措置の延長〔固定資産税〕 △ D D
※ ４① 住宅に係るバリアフリー改修促進税制の延長〔固定資産税〕 △ C A

※ ４②
高齢者向け優良賃貸住宅建設促進税制の延長及び拡充〔所得税、法人税、固
定資産税〕

△ C D F
A

（一部F）

※ ４③
確定拠出年金制度の見直しに伴う税制上の措置の創設等〔所得税、法人税、
個人住民税、法人住民税、事業税〕

○ A A A A

４④
老人福祉施設等に係る非課税措置の創設〔不動産取得税、固定資産税、都市
計画税〕

○ D F

※ ５①
新築住宅に対する固定資産税の減額措置に係る適用期限の延長〔固定資産
税〕

△ C A

５②
同居の親族のみを雇用する事業における中小企業退職金共済制度への加入
〔所得税、法人税、相続税、個人住民税、法人住民税、事業税〕

○ A A A A

※ ６① 公害防止用設備に係る課税標準の特例措置の延長〔固定資産税〕 △ D
A

（一部F）

※ ６②
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に基づく登録免許
税の特例措置の延長〔登録免許税〕

△ C C

６③ 国民健康保険制度見直しに伴う所要の措置〔国民健康保険税〕 ○
E

（一部A）
E

（一部A）
６④ 船員保険制度の見直しに伴う所要の非課税措置の創設〔印紙税〕 ○ C D

※ ６⑤
試験研究等を目的とする独立行政法人への寄附金に係る指定寄附金制度の
創設〔所得税、法人税、法人住民税、事業税〕

○ E E － －

６⑥
独立行政法人の見直しに伴う非課税措置の創設〔所得税、法人税、不動産取
得税、固定資産税等〕

○ E E E E

６⑦ パラリンピックメダリストに対する金品の非課税措置〔所得税、個人住民税〕 △ C C C C
※印は他省庁との共同要望

【記号の説明】
　A：認める。（法案の提出等を前提とするものを含む）
　B：要望内容（要件等）の見直しが適切に出来れば、認められる。
　C：要望内容の抜本的見直しができなければ、認められない。
　D：認められない。
　E：要望内容や要望の前提となる制度等が未確定であるもの。
　F：要望府省が、要望を取り下げたもの。
G：２３年度以降の検討課題とするもの。

：10月要望時に新たに要望した
事項（マニフェスト関係等）

：その他の要望事項のうち、厚生
労働省取りまとめ要望

【色の説明】

：法案等の成立を前提に認めら
れる見込みの要望（E）

厚労省取りまと

めの要望

認められる見

込みの要望

資料２

　G：２３年度以降の検討課題とするもの。
　P：判断を保留するもの。
　－：「主要事項」の中で取り上げるもの等。

：ほぼ認められている要望（A・B）

厚労省取りまと

めの要望

認められる見

込みの要望

資料２
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1 子ども手当の創設

① 子ども手当に係る非課税及び差押禁止措置の創設 〔所得税、個人住民税等〕
子ども手当について、非課税措置及び差押禁止措置を講ずる。

2 ひとり親家庭への支援策の充実

① 児童扶養手当に係る非課税及び差押禁止措置の拡充 〔所得税、個人住民税
等〕

父子家庭の父等に対 し児童扶養手当を支給及び児童扶養手当の受給開始
後 5年 を経過 した者等への一部支給停止措置の廃止が検討 されてお り、実
現 した場合、母子家庭の母等 と同等の手当を父子家庭の父等に対 しても支
給するために、従来より母子家庭の母等に支給 している児童扶養手当にお
いて講 じられている非課税措置及び差押禁止措置を拡充する。

3 求職者支援など雇用のセーフティネットの拡大

「求職者支援制度」に係る非課税及び差押禁止措置の創設 〔所得税、個人
住民税等〕

民主党マニフェス ト等において、職業訓練期間中に、月額 10万円の手当を支給
する「求職者支援制度」を創設する旨記載されていることを踏まえ、平成 23年度
の制度創設に向けて、法的な措置も含めて労働政策審議会において検討し、この検
討結果を踏まえて非課税措置及び差押禁止措置を講ずる。

雇用保険法の改正に伴う税制上の所要の措置 〔所得税、個人住民税等〕
失業等給付については全て非課税とされているが、現在、雇用保険制度のあり方

について労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会において検討を行つており、
この検討結果を踏まえて税制上の所要の措置を講ずる。
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4 各種施策の推進

① たばこ対策としてのたばこ税の税率のヨ1上げ 〔たばこ税、地方たばこ税〕
「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」の締約国として、たば

こ対策を強力に進めていくことが求められていることや、「健康 日本 21」
において成人の喫煙に関する目標が設定され、Iが ん対策推進基本計画」に
おいてもたばこ対策が重要な位置づけとされていることを踏まえ、喫煙率
の減少のために、たばこ税及び地方たばこ税の税率を引き上げる。

② 肝機能障害を身体障害に含めることに伴う税制優遇措置の拡充 〔所得税、
法人税、不動産取得税、固定資産税等〕

身体障害者手帳の交付の対象となる身体障害に「肝臓の機能の障害」を追カロする
こととしており、その場合には税制優遇措置の対象を拡充する。

新型イ ンフル エ ンザ予防接種 に よる健康被害の救済等 に関す る特別措置
(案 )の創設 に伴 い、以下の税制上 の措置 を講ず る。
(i)本 法 の規定に基づ く健康被 害 の救済給付 として支給 され る金銭

への非課税措置 を講ず る。

(五 )本 法 の規 定に基づ く健康被 害の救済給付の うち、医療費 の支給
に係 る医療 に対す る消費税 の非課税措置 を講ず る。

(面 ) 本法 の健康被害救済給付 の うち、障害年金 を受 けてい る者又は

遺族年金 を受 けてい る遺族 (妻 に限 る)の 少額預金の利 子所得等
の非課税措置 を講ず る。

(市 )本 法 の規 定に基づ く健康被 害の救済給付 を受 ける権利 の差押禁
止措置を講ずる。



・番号の前に※印を付してある項目は他省序との共同要望の項目である。

その僣の、

1 地域医療の再生に向けて ヽ

①  医業継続 に係 る相続税・贈与税の納税 猶予等の特例措置の創設 〔相続税、

贈与税〕

持分のある医療法人 において、出資者 の死亡に伴 う相続税 のために、相

続 人が出資持 分 の払戻 しを請求す る等 に よ り、医業の継続 に支障 を来す こ

とのない よ う、持分 の ある医療法人 の うち、持分のない医療法人へ の移行

を検討す るもの について、以下の特例措置 を創設す る。

(i) 出資者 の死亡に伴 い相続 人 に発 生す る相続税 の納税 を 3年 間猶

予す る とともに、 3年以 内 に一定 の要件 を満 たす持分 のない医療

法人 に移行 した場合 に、猶 予税額 を免除す る。

(五 ) 相続人や 出資者 が出資払 込額 の払戻 しを受 けた場合等 に残存 出

資者 に発生す るみな し贈与 の課税 を 3年 間猶予す る とともに、 3

年以 内 に一定の要件 を満 たす 持分 のない医療法人 に移行 した場合
に、猶 予税額 を免除す る。

②  周産期医療の連携体制 を担 う医療機 関が取得する分娩施設 に係る特例措置
の延長 〔不動産取 得税〕

周産期 医療 の連携体制 を担う 医療機 関が分娩 の用 に供す る不動産 を取得
した場合 に、当該不動産 の価格 の 2分 の 1に相 当す る額 を価 格か ら控除す

る不動産取得税 の課税標 準の特例措 置 について、その適用期 限 を 2年 間延

長 す る。

※③ 情報基盤強イヒ税制の適用期限の延長及び拡充 〔所得税、法人税、法人住民
税〕

医療機関等が、レセプ ト電算処理や レセプ トのオンライン請求の実施の

ためのソフ トウェア、ハー ドウェアを取得 した場合に、税額控除又は特別
償却を認める特例措置 (情報基盤強化税制)について、対象設備の追加等
を行つた上で、適用期限を 2年間延長する。

※④ 中小企業投資促進税制の適用期限の延長 〔所得税、法人税、法人住民税〕
医業、医薬品・医療機器産業、生活衛生関係営業等を行 う中小企業者等

が、一定規模以上の機械装置、普通貨物 自動車等を取得 した場合に、その

取得価額の 7%の税額控除又は 30%の 特別償却を認める特例措置 (中 小
企業投資促進税制)について、その適用期限を 2年間延長する。

‐3‐



※⑤ 病院等の耐震改修促進税制の延長 〔所得税、法人税〕
病院等の事業用建物の耐震改修工事について、当該工事に要 した費用の

10%の 特別償却を認める特例措置の適用期限を 2年間延長する」

※⑥ 病院等が取得 した地震防災対策用資産に係る特例措置の延長及び拡充 〔所
得税、法人税、固定資産税〕

病院等が地震防災対策用資産を取得 した場合に、取得価額の 20%の 特
別償却を認める特例措置について、対象地域を全国に拡充する (現在は東
海地震に係 る地震防災対策強化地域等に限られている。)。

また、病院等が取得 した地震防災対策用資産について、当該資産に係る
固定資産税の課税標準を 3年間に限 り3分の 2に 軽減する特例措置につい
て、対象地域を全国に拡充 した上で、適用期限を 2年間延長する。

⑦ 独立行政法人地域医療機能推進機構の設立に伴う社会保険病院等に必要な
非課税措置の創設等 〔所得税、法人税、登録免許税、印紙税、法人住民税、
事業税、不動産取得税、固定資産税等〕

社会保険病院等を保有 している独立行政法人年金・健康保険福祉施設整
理機構 (RFO)の 存続期限後においても、引き続き地域医療の確保を図
ることができるよう、新たな受皿 となる独立行政法人地域医療機能推進機
構の設立に伴 う、税制上の所要の措置を講ずる。

③ 社会保険診療報酬に係る非課税措置の存続 〔事業税〕
医療 とりわけ社会保険診療の高い公共性に鑑み、社会保険診療報酬に係

る事業税の非課税措置を存続する。

⑨ 医療法人の社会保険診療以外部分に係る軽減措置の存続 〔事業税〕
医療事業の安定性。継続性を高め、良質かつ適切な医療を効率的に提供す

る体制の確保に資する医療法人制度を支援するため、医療法人の社会保険
診療以外の部分に係る事業税の軽減措置を存続する。

⑩ 社会保険診療報酬等に係る消費税のあり方の検討 〔消費税〕
社会保険診療報酬は国民に必要な医療を提供する高度の公共性を有 して

いることから消費税は非課税 とされ、医療機関や保険薬局の仕入れに係 る
消費税については社会保険診療報酬において措置 されているところである
が、今後、消費税を含む税体系の見直 しが行われる場合には、社会保険診
療報酬等に係 る消費税に関する仕組みや負担を含め、そのあ り方について
速やかに検討する。

※① 特定外国子会社等に係る所得の課税の特例 (タ ックスヘイプン税制)〔 法人
税、法人住民税、事業税〕

タックスヘイブン税制について、必要な見直しを行 う。

※⑫ 国外関連者との取引に係る課税の特例 (移転価格税制)〔法人税、法人住民
税、事業税〕

移転価格税制について、必要な見直 しを行 う。

‐
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2 安心・活力の実現に向けた雇用対策の推進

① 障害者雇用促進法の改正に伴う障害者を雇用する事業所等に係る税制上の
特例措置の拡充 〔所得税、法人税、法人住民税、事業税、不動産取得税、固
定資産税、事業所税〕

障害者雇用促進法の改正により、短時間労働者 (週所定労働時間 20時
間以上 30時間未満)に障害者雇用率制度の適用が拡大されることに伴い、
税制上の特例においても、適用要件 (雇 用障害者数の割合)の算定に当た
り短時間労働者を加える。

3 健康で暮らせる社会の実現に向けて

※① 試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除の延長 〔所得税、法人税〕
医薬品 。医療機器企業等の試験研究を活性化するため、試験研究費総額

の一定割合を税額控除する制度について、その適用期限を 2年間延長する。

※② 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置の延長 〔所得税、
法人税、法人住民税、事業税〕

中小企業者等が、事業の用に供する償却資産で、取得価額が 10万 円以
上 30万 円未満であるもの (少 額減価償却資産)を 取得 した場合に、その
取得価額を損金の額に算入する特例措置について、その適用期限を 2年間
延長する。

③ と畜場における設備に係る課税標準の特例措置の延長 〔固定資産税〕
と畜場の設置者が牛の処理を衛生的に行 うための設備を取得 した場合に、

最初の 3年度分に限 り、当該設備に係る固定資産税の課税標準を 2分の 1

とする特例措置について、その適用期限を 2年間延長する。

‐
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4 高齢者等が生き生きと安心して暮らせる社会の実現

※① 住宅に係るパリアフリー改修促進税制の延長 〔固定資産税〕
高齢者等が居住する家屋に一定のバリアフリー改修工事を行った場合に、

翌年度分に限り、当該家屋に係る固定資産税額の 3分の 1を減額する特例
措置 (バ リアフリー改修促進税制)について、その適用期限を 3年間延長
する。

※② 高齢者向け優良賃貸住宅建設促進税制の延長及び拡充 〔所得税、法人税、固定
資産税〕

高齢者向け優良賃貸住宅建設促進税制について、以下の税制上の措置を
講ずる。

(i) 個人又は法人が高齢者向け優良賃貸住宅を取得した場合に、最
初の 5年間に限 り、20%の 割増償却を認める特例措置について、
対象 となる住宅に生活支援施設付き高齢者専用賃貸住宅を追加す
る等の拡充を行 う。

(五 ) 高齢者向け優良賃貸住宅に固定資産税を課す場合に、最初の 5

年間に限 り、当該住宅に係る固定資産税額の 3分の 2を減額する
特例措置について、その適用期限を 2年間延長するとともに、対
象 となる住宅に生活支援施設付き高齢者専用賃貸住宅を追加する
拡充を行 う。

※③ 確定拠出年金制度の見直しに伴う税制上の措置の創設等〔所得税、法人税、
個人住民税、法人住民税、事業税〕

国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援するため、確定拠出
年金における加入者の掛金拠出を認めるなど確定拠出年金の制度改善について、税
制上の所要の措置を講ずる。

④ 老人福祉施設等に係る非課税措置の創設 〔不動産取得税、固定資産税、都
市計画税〕

老人福祉施設等の高い公益性にかんがみ、非営利型の一般社団・財団法人が設置
する老人福祉施設等については、不動産取得税、固定資産税、都市計画税を非課税
とする。

・6‐



5 安心して働ける社会の実現

※① 新築住宅に対する固定資産税の減額措置に係る適用期限の延長 〔固定資産
税〕

新築住宅 (床面積 50ポ～280ポ)に固定資産税を課す場合に、最初の3年度
分に限り、当該住宅に係る固定資産税額の2分の 1を減額する特例措置について、
対象となる住宅の建築期限を2年間延長する。

② 同居の親族のみを雇用する事業における中小企業退職金共済制度への加入
〔所得税、法人税、相続税、個人住民税、法人住民税、事業税〕

同居の親族のみを使用する事業に使用される者であっても、使用従属関係が認め
られる者については、中小企業退職金共済法上の「従業員」として取り扱うことと
することに伴い、これらの者についても、現在同法上の「従業員」として取り扱わ
れている者と同様の税制措置を講ずる。

‐
7‐



6 各種施策の推進

※① 
・
公害防止用設備に係る課税標準の特例措置の延長 〔固定資産税〕

公害防止対策の適正かつ円滑な推進を図るため、活性炭吸着式処理装置
等に係る固定資産税の課税標準を 3分 の 1に 、地下水浄化施設に係る固定
資産税の課税標準を 2分の 1に 軽減する特例措置について、その適用期限
を 2年間延長する。   ヽ

※② 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に基づく登録免許
税の特例措置の延長 〔登録免許税〕

産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に基づく登録免
許税の特例措置について、その適用期限を 2年間延長する。

③ 国民健康保険制度見直 しに伴う所要の措置 〔国民健康保険税〕
低・中所得者の国民健康保険税の負担軽減を図るため、賦課上限額の引

上げ等を行 うとともに、非自発的失業者の負担軽減のため、特例措置を講
ずる。

④ 船員保険制度の見直 しに伴う所要の非課税措置の創設 〔印紙税〕
船員保険制度の見直 しに伴い、船員保険の運営主体が政府 (社会保険庁 )

から全国健康保険協会に変更されることとなるが、これまでどお り、印紙
税に係る非課税措置を講ずる。

※⑤ 試験研究等を目的とする独立行政法人への寄附金に係る指定寄附金制度の
創設 〔所得税、法人税、法人住民税、事業税〕

試験研究等を目的 とする独立行政法人への寄附金について、全額損金算
入できる指定寄附金に指定する制度を創設する。

⑥ 独立行政法人の見直 しに伴う非課税措置の創設 〔所得税、法人税、不動産
取得税、固定資産税等〕

独立行政法人の見直 しに伴い、税制上の所要の措置を講ずる。

⑦ パラリンピックメダ リス トに対する金品の非課税措置 〔所得税、個人住民
税〕

(財 )日 本障害者スポーツ協会がパラリンピックメダ リス トに交付する
金品に関する非課税措置を、所得税法において規定する。

問い合わせ先 :(代 )03-5253-‖ 11

社会保障担当参事官室 政策第二係

山田章平、中村彩子 (内 線 7693)

労働政策担当参事官室 企画第二係

長良健二、桐石邦生 (内 線 7992)

‐
8‐



資料 3

最近の雇用対策について

○現下の雇用失業情勢

○ワンス トップロサービス・ディ …・2

○雇用調整助成金 ・ ・ ・
7

・ ・ ・
1

・
口 010

・ ・ ・
13

○緊急人材育成支援事業

O緊急雇用創出事業

Oふるさと雇用再生特別基金事業 口・・23



一観
＝

完 全 失 業 率 と 有 効 求 人 倍 率 の 動 向 2■ 年 ■0月 の 完 全 失 業 率 5.■ %
完 全 失 業 者 数 344万 人

(過去 最 高 は 、2■ 年 7月 の 5。 フ%)
完 全 失 業 者 数

過 去 最 高 385万 人

■5年4月

従 来 の 最 高 5.5%
■4年 6月 ′8月
■5年4月

有 効 求 人 倍 率

直 近 の ビ ー ク
19年 6月
1.061占

完 全 失 業 率 (右 目 盛 )

従 来 の 最 低 0.46倍
■■年 5′ 6月

完 全 失 業 率

19年 7月
3.69る

2■年 ■0月 の 有 効 求 人 倍 率 0.44倍
(過去 最 低 :ま、2■ 年 7月 ,8月 の O.42倍 )

(LL)
H9.5

0.70

9■
「

      ■04「      ■14「      ■24「      ■34「      ■44「      ■54■      ■64■      ■74「
3 6 9 ■2 3 6 9 ■2 3 6 9 ■2 3 6 9 ■2 3 6 9 ■2 3 6 9 ■2 3 6 9 ■2 3 6 9 ■2 3 6 9

(資料 出 所 )総 務 省 「労 働 力 調 査 」 、 厚 生 労 働 省 「職 業 安 定 業 務 統 計 」
※ シ ャ ドー 部 分 は 景 気 後 退 期

■84「
■2 3 6

■94「      204F     2■ 4「
9 ■2 3 6 9 ■2 3 6 9 ■2 3  6  9



ワンストップ・サービス・デイについて

1 開催 日

平成 21年 11月 30日 (月 )

2 対象者

仕事を探している離職者の方で、住居・生活支援を必要として

いる方

3 サービス内容

職業相談などの、通常のハローワークで提供するサービスに加

え、住居・生活支援等の各種支援サービスの相談 0手続を実施。

【サービスの例】               `

① 職業相談、職業紹介 (動機関 :ハ ローワーク)

② 職業訓練の受講あつせん、訓1練期間中の生活資金の給付のご .

相談 ‐手続 (実施機関 :ハ ローワーク)

③ 住宅入居初期費用等の貸付のご相談 (実施機関 :ハ ローワー

ク)

④ 求職中の方が利用できる公営住宅等の情報提供 (実施機関 :

ハローワーク)

⑤ 住宅手当のご相談など (実施機関 :地方公共団体)

⑥ 生活保護のご相談 (実施機関 :地方公共団体)

※ 生活保護については、当日は、原則として相談のみの対応。相談内容は、管轄

の福祉事務所に連絡。



⑦ 生活福祉資金の貸付のご相談など (実施機関 :社会福祉協議

会)

③ 心の健康相談 (実施機関 :保健所、精神保健福祉士協会、臨

床心理士会など)

⑨ 多重債務のご相談など (実施機関 :弁護士会など)

⑩ 総合労働相談 (実施機関.:労働局、労働基準監督署)

※ 提供されるサービスは、各地域によって異なる。

4 参カロ市区町村及び実施ハローワーク等

参加市区町村は 215、 実施ハローワークは 77。 詳細は別紙 1の

通り。

5 利用者数

利用者数は 2,404人。詳細は別紙 2の通り。



男I紙 1

ワンストップ・サービス・ディ(11月 30日 の試行実施)の参加市区町村及び実施ハローワーク等

都道府県 参加市区町村 実施ハローワ→ 等 住所 電話番号 地回

北海道
札幌市・石狩市・江別市・
1ヒ広島市 キL幌河

'(キ

ャリアアップハローヮーク北海道)
t幌市中央区北4条西5丁 目
三井生令札幌共同ビル9階 011-233-2101

宮城県
山台市。名取市・岩沼市・
亘理町・山元町

山台所 山台市宮城野区相岡←23
1台MTrル 3・ 4F 022-299‐8811

埼玉県
きいたま市・蓮田市。上尾
市 大宮所(ハローワークプラザ大宮)

ざいたま市大宮区書木町
'‐

94
Eクセレント大宮ビルIF 04●658-1145 tt● //-3abn3‐ 70uJ●●[oしたmiん町唸祓 nⅢっL2thhl

千葉県

市川市・浦安市 市川所
"川

市南八幡5‐ ,1‐21 047-3フ ●‐3619

千葉市・市原市。東金市・
四街道市・八街市・山武
市

千葉所 千葉市美浜区●arl_1‐3 043-242-::8:

沿橋市・鎌ヶ谷市・習志野
市・八千代市・白井市 沿橋所 諄二庁舎 船橋市本町2-1-1

沿橋スクエア21ビル
04フ■2卜8609

東京都

千代田区・中央区・文京
区 飯口橋所 鯨 区後楽 1‐9‐ 2●飯日欄含同庁舎内1-晴 0,30,2-3609

台東区 上野所 旨東区東上野4‐ 1‐ 2 13-3047‐8609

港区・品川区 品川所 じ区港南2‐ 5‐12品川NBSビル(品 川庁舎)

大田区 大森所 た田区大森北4‐ 16‐ 7 0"5413-8600

目黒区・渋谷区・世田谷
区 渋谷所 安谷区神南 1・ 3‐ 5 03-347←8600

訴宿区・中野区・杉並区 断宿所

『

区西新宿1キ:瑚
"あ "(西

新宿庁 ●3-532H593

豊島区・板橋区・練馬区 也袋所 里島区東池袋,1‐1けヘイ
"13階

(サか 0
デ舎)

03-5911-0000

1ヒ区 E子所 ヒ区王子6‐ 1‐17 034390‐3600

足立区・荒川区 足立所 誠 区千住 1-← 1東京芸術し ,‐ 6-3階 03‐ 38,0‐ 8600

墨田区・葛飾区 墨日所 E田 区
=東

橋2・ 19‐ 12
:

工戸川区・江東区 ホ場所 凛 区木場 2‐ 13‐ 19 0■ 3643‐ 8609

′ヽ王子市。日野市 ′ヽ王子所
'に

子市子安町1‐ 13‐ 1 042643-8600

主川市・昭島市・4ヽ金井
静 小平市・東村山市・国
か寺市・日立市。東大和
市・武蔵村山市

幻 ::所

""市
錦町 1‐ 0‐ 21 042●238600

脅梅市・福生市・あきる野
市・羽村市

青師 青梅市東青精3‐ 12‐ 16

二鷹T・IE野 巾・肩凛
市。東久日米市。西東京
市

三鷹所 瓢障rF菫雀4‐ 16‐ 18 042247‐ 8600

町田市 町田所 lr田 市轟野 2‐ 28‐ 14町田合目庁舎1諄 042-7"■ 600

行中市。調布市・狛江市・
多菫市・稲城市 府中所 行中市彙17町 1‐ 3‐ 1 04233m8600

神奈川県

川崎市 川崎所 ‖:崎市

“

l崎 区南町17‐ 2 0“-244-8600

隣浜市 議浜所 出浜市中区本

“

-30 04S-663-0600

隣須賀市。三浦市 隣須賀所 口須買市平成町2-:4-10 040024-3000

平塚市。伊勢原市。大磯
町。こ宮町

平塚所 「恥 風●F2-7 0463-24-8600

1ヽ日原市・箱根町・湯河
票町・真鶴町

1ヽ 日原所 トロ原市本町1-2-17 046卜23●100

旧模原市 旧模原所 日模原●●士見6-10-10
0模原地方合n庁舎1階

042-77●o600

享木市・海老名市・座間
む。愛川町。清川村

享木所 「木市寿●F3-7-lo 046-200-B609

新潟県 断潟市 訴潟所Q諸めきしごと館)
鵬 市中央区弁美2″ :8

1澪КSビル
時 240‐4510

静岡県
路岡市

浄岡所(ハローワータプラザ静岡)
浄岡市蔓区追手町H
′―バンネット静目追手町ビル1階

051-30-3600

育水所 :駆酔塁響町2-15
054-351-8600

浜松市 西都求職者総合支援センター 祓 市中区中央1丁 目12‐1

艤 総合庁舎lF Om● 58-7400

岐阜県 岐阜市・各務原市 岐阜所 蜂 市コ犀1+1 1崚阜労働局ロ

名古屋市。日進市・東郷
町。長久手町

名古屋東所 E古晨市名東区平和が丘 1‐2 052-774-1:15

名古屋市・北名古屋市・
書須 帝・書 山 Br   ・ 名古屋中所 呂古屋市中村E名駅南1‐ 2:‐5

8合雇用切 ―肉
052-582● 1'1



愛知県

名古屋市。豊明市 名古屋南所 E古屋市熱田区旗屋2‐ 22‐ 21 052581-12:1

豊橋市・田原市 豊橋所 臨 市大国町111

E橋地方合同庁舎内
053■52-7191

司崎市・幸日町 岡崎所 司崎市羽根町字北乾地50‐ 1

司崎合同庁舎内
OS14‐ 52-8609 ttD://-2a:●

“

‐70dO■ 0,D/antem/oO● 5/8 0ka2● 1lh‐P

宮市・稲沢市 ―宮所
―富市′ヽ幡 4‐ 3‐7
‐宮労働総合庁舎

0586‐45-2048

子口●・冨膚市・票震市・知多市・
呵久比町・東浦町・南知多町・美顔
T・武豊nr

■日所 卜田市宮路町200‐ 4
トロ地方合同庁舎

0569‐ 21-0023

頼戸市・尾張旭市 襲戸所 員F市東長根町16 1561‐ 82‐ 5123

豊田市・三好町 豊田所 L田市常盤町3・ 25‐ 7 0565-31-1400

=市
・七宝町・美和町・甚目寺町・ 津島所 1島市寺前町2‐3 0567‐ 26-3150 tta■■゙

“
2-d。おb/B"elo/Jots/3 Lshha hP

刈谷市・安城市・知立市・
高浜市・大府市

刈谷所 切谷市若松町 1‐ 46‐ 3 OS6←2,-5001

害南市 碧南所(出張所) 鬱南市浅間町 1‐ 41‐4 ●566‐41-0327

西尾市・T色町・吉良町・
着豆町 西尾所 雪尾市熊味町小松■41‐ 1 ●56356-3622

尺山市。江南市・岩倉市・
六口町・扶桑町

大山所 犬山市松本Br2‐ 10 0568-61-2185

豊川市。
4ヽ坂井町 豊川所 E川市千歳通 1‐ 34 0533‐ 86-3178

諸都市 議郡訳 出張所) 薔都市港町 1●‐9 0531“卜8609 lttO//-2■ に、ィ。dOmS、
"eL/dles/●

E●囀,面p

断城市・設楽町。東栄町・
艶根村 断城所: 昴城市西入船24‐ 1 0536‐ 22-1160

諄日井市・小牧市 諄日井所 『
日井市大手Br2‐ 135 0568-31■ 135

滋賀県
東近江市。日野町・竜王
Er・ 安土町 東近江所 に近江市八日市88r:1-19 0'481221020

京都府 京都市 京都七条所(京都ジョブパーク) 京都労働局■
セ定臓)京都テルサ西館3略

大阪府

大阪市

大阪東所 ,別 R2-l→ G
06‐ 694247,1

悔田所 讀ヽ市北区梅田1-2-2
k阪釈莉第2ビ ル16F

大阪西所 た販市港区南市口1-234

阿倍野所 k口市阿倍野区文の里 :―■2 0い028-5051

大阪市・吹田市 定

"!所

に阪市淀J‖ 区十三本町3‐← 11 ●●●30247,1

界市 場所
界市場区三口ヶ丘御幸通 :52

澤ジョルノビルBF 0,2-230‐33ol

氣大阪市・八尾市 布施所 に大阪市長栄寺

“

16-67024221

学和田市・員塚市 岸和田所 寧和田市作才町1264 0フ2431-5541

口出 Fp.萬 口 市・三 甲 雨・

権塾 腑・喜 籠 断 池田所 也田市業本町曖→ o72-751-2595

ス 澤 T° 相 果 T・ 昌石
o虫団 Br 泉大津所 ■大津市旭町224 0'2532-5:81

電腺

"・

個 滉 市 '羽 屁 EP
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参加市区町村数 215  実施ハローワーク 77カ所
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都道府県 甲J用百 致
うち今回初めて求職登録した方の数

北海道 ３０４
１
ロ 28

宮城県 92 ０
■

日

―

埼玉県 83 虔
Ｕ

千葉県 89
°

19

東京都 485 102

神奈川県 172 ０４
Ｅ
ロ

新潟県 30 5

岐阜県 48 決
Ｕ

静岡県 123 9

愛知県 290 28

滋賀県 30 ２■
ロ
ロ

京都府 113 32

大阪府 511 43

兵庫県 66 ∩
υ

岡山県 34
■
日
日

イ
ロ
ロ

広島県 Ａ
Ｕ

０
０

∩
υ

福岡県 ｎ
ｕ

ｎ
υ

４■
ロ
ョ

計 2,404 353
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※ 12月 1日 訂正版



○ 景気の変動などの経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、休業、
教育訓練又は出向により、労働者の雇用の維持を図つた場合に、それにかかった費用を助成
する制度。                      ´

○ 休業等を実施する前に、実施計画を都道府県労働局に提出し、その後、実際に休業等を実施
した後に支給申請をすることになつている。

○ 本年度の予算額は、約6′500億円。

○ 休業手当、教育訓練の際の賃金又は出向元の負担額の一部を助成。
口大企業:2/3 中小企業:4/5
0労働者を解雇等していない場合は、大企業:3/4 中小企業:9/10

ただし、雇用保険基本手当日額の最高額(7′685円 )を 日額上限とする。

O教 育訓練を実施した場合は、以上のほか、教育訓練費を支給。
01人 1日 当たり 大企業:4′000円  中小企業:6′000円

○ 昨年12月 に、雇用調整助成金の助成内容等を中小企業向けに拡充した中小企業緊急雇用
安定助成金を創設して以来、利用が急増。

○ その後も、事業主等の要望を踏まえ、累次に渡る支給要件の緩和等を行つた結果、本年10月
現在の実施計画ベースの事業所数は約85′ 000事業所、休業等の対象者数は約197万人と
なつている。



"

雇用調整助成金等に係る休業等実施計画届受理状況  (平成20年度及び平成21年度 )

※ 1速 報 値 で あ り、今 後 変 更 の可 能 性 が あ る。
2体 業 と教 育 訓 練 を同 じ事 業所 で実 施 した場 合 、休 業 と教 育 訓 練 ご とにそれ ぞれ 1件 と して カ ウ ン トして い る 。
3本 集 計 に は 出 向 に係 る件 数 は含 ん で いな い (対 象 者 数 につ いて も同様 )。
4事 業 所 数 は計 画 の 届 出 が あ つた件 数 で あ り、企 業数 とは必 ず しも一 致 しな い 。
5平 成 20年 12月 分 よ り中小 企 業 緊急雇 用 安 定 助 成 金 (平 成 20年 12月 1日 創 設 )の休 業等 実 施 計 画 届 の 受理 件 数 を含 む 。

/~

平成20年度 平成 21年度

事業所数 対象者 数 事 業所数 対 象者 数

4月 63 1.343 61,349 2,534,853

5月 79 2.601 67,192 2,338,991

6月 92 1,774 75,532 2,382.931

7月 96 2,429 83.031 2,432,565

白 月 123 3.060 79,922 2,110,841

9月 107 2,970 80t982 1,994,383

10月 140 3,632 84,672 1,972,568

11月 198 8.598

12月 1,707 138.549

1月 12.209 879,614

2月 29,137 1。 865,792

3月 46,558 2.379。 069

計 90,509 5.289.431 532,680 15,767:132
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「緊急人材育成:就職支援基金」の事業実施状況

○ 雇用保険を受給できない者 (非正規離職者、長期失業者など)等に対する新たなセ=フティネットとして、
基金を造成し、ハローワークが中心となつて、職業訓練t再就職、生活への支援を総合的に実施A

:

○ 緊急人材育成支援事業
職業訓練と訓練期間中の生活保障の実施

(単身者 :月 10万円、扶養家族を有する者 :月 12万円)

事業開始 17月 15日 全国のハローワークで相談 口受付開始
7月 29日 職業訓練順次開始

実績 :【訓練】認定済み定員 37,723人、受講者 (予定者含む)25,302人
(12月 1日 現在 )【給付】受給資格認定件数 9〕 082件

緊
急
人
材
育
成
一
就
職
支
援
基
金

※ 1～ 3のほか、帰国を希望する日系人、研修・技能実習生への帰国支援を実施
L_____― ―― ―― ―― ―――― ――― ―――― ―― ―― ―― ――― ―― ―― ―― ―― ― ―― __― ― ―“ ― ― ― ¨ ― ―口

“ ― :



基金訓練コース別目標値

実績
【平成21年 12月 1日 現在】

平成21年 12月 末 平成22年 3月 末

職業横断的スキル 21,849人 2.5万人 4.5万人

基礎演習 2,915人 013万人 0.5万人

実践演習 12,959人 2.2万人 5。 0万人

介護系 3,218人 0.5万人 1.0万人

医療事務系. 2,928人 0.3万人 0.5万人

情報系 2,057人 0.8万人 1.7万人

合計 37,723人 5万人 10万人

受講者数 (予定者含む。) 25,302人 3.3万人 8万人



10月 31日 現在

基金訓練応募状況

定員数 応募者数 入校者数 応募倍率 定員充足率

7/295月言籠 職業横断的ITスキル 556 290 271 0.52 4817%

8/3開講 職業横断的ITスキル 592 349 319 0.59 53.9%

8月 開講

職業横断的ITスキル 261 Ｅ
Ｕ

ｎ
υ 186 0.75 71.3%

基礎演習 20 12 9 0.60 45.0%

実践演習

介護系

医療事務系

情報系

20 15 15 0.75 75.0%

0 0 0

0 0 0

20 15 15 0.75 75.0%

0 0 0

小計 301 222 210 0.74 69.8%

9月 開講

職業横断的ITスキル 1,011 856 674 0.85 66.7%

基礎演習 95 90 59 0。95 62.1%

実践演習 353 404 304 1.14 86.1%

156 205 147 1.31 94.2%

45 45 42 1.00 93.3%

42 54 35 1.29 83.3%

110 100 80 0.91 72.7%

小計 1,459 1,350 1,037 0.93 71.1%

10月 開講

職業横断的ITスキル 2,283 2,457 1,852 1.08 81.1%

基礎演習 322 266 208 0.83 64.6%

実践演習

介護系

医療事務系

情報系

974 1,235 800 1.27 82.1%

220 367 190 1.67 86.4%

312 380 255 1.22 81.7%｀

105 127 92 1.21 87.6%

337 361 263 1.07 78.0%

小計 3,579 3,958 2=860 79.9%

合計

職業横断的

『

スキル 4,703 4:147 3,302 0.88 70.2%

基礎演習 437 368 276 0.84 63.2%

実践演習

介護系

医療事務系

情報系

1,347 1,654 11119 1.23 83」 1%

376 572 337 1.52 89.6%

357 425 297 1.19 83.2%

167 196 142 1.17 85,0%

447 461 343 1.03 76.7%

合計 6,487 6,169 4!697 0.95 72.4%

※ 定員充足率=入校者数/定員数
※ 中止コースを含まない

※ 定員数は、10月 31日までの開始コース
※ 応募者数は、10月 31日 現在
※ 入校者数はこ10月 31日 までの開始コースの訓練開始時の在籍者
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日地方公共団体は、離職を余儀なくされた非正規労働者等に対して、 :
次の雇用までの短期の雇用・就業機会を創出する事業を計画し、民 三
間企業等に事業委託。(地方公共団体による事業の直接実施も可):
・民間企業等が求職者を新たに雇い入れることにより雇用創出。  :

※うちヽ
よ 888層目摩

`簿

磨   蹴 集甘
置

事業費に占める新規雇用失業者の人件費割合は1/2
以上

・ 介護分野 以外 :原則6ヶ月以内。更新 1回可。
口介護分野 :原則 1年以内。ただし、介護福祉士資格
取得を目指すことを目的とする事業は、更新 1回可。

介護、農林水産業、環境、観光分野

・都道府県が国(ハローワーク)と連携し、生活・就労相談
支援事業を一体的に実施。

・『「働きながら資格をとる」介護雇用プログラム』の実コグラム』の実施9:

一体的実施



「緊急雇用創出事業」について

1 交付決定状況
(1)当初分 (1500億円)は、全都道府県に交付済み
(2)拡充分 (3000億円)は、46道府県に交付済み (2863億 円)

※ 東京都のみ未交付 〔内示額〕137億円 〔交付申請予定日〕12/16

2_平成21年度分の事業見通し
※

♂υ詔撃晃議
会で予算化され事業計画として積み上げられているもの

(1)事業数   : 2万 1394事業

(2)雇用創出数 : 13万7192人

(3)事業額   :1385億 5669万 円

菅副総理、細川副大臣連名要請に基づき、厚生労働副大臣、
政務官及び省幹部から都道府県知事等に要請。

○ヽ 現在、各地方公共団体において前倒し執行の上積みを検討。

4 事業の実施分野 (平成21年度計画 口雇用者数ベース)

教育・文化分野
農林漁業分野
介護、福祉分野
情報通信分野
医療分野

②
④
⑥
③
⑩

％
％
％
％
％

２

５

５

８

６

７

２
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・

・
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野
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①
③
⑤
⑦
⑨

贋ヽｒ
し多

ｒ

Ｌ 20.20/0

10.9%
:5.6%
4.3%
1.2%

5 直接実施/委託実施の別

※ 平成21年度上半期に事業終了したもの(把握分 B事業額ベース)

(1)直接実施 :45.5%、 委託実施 :54.5%

(2)委託実施の内訳
⇒ 民間企業 :51.9%、 その他の法人等 :47.1%、 NPO:1.0%

(3)都道府県実施分 :18.0%、 市町村実施分 :82.0%

6 全国各地で行われている事業の例
※ 別添資料を参照

1■
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平成21年度 緊急雇用創出事業の事業計画状況
1年 10月 22日時点)

麒 朧
ミ

●
Ｆ

ド

ヽ

、

1 北 海 道 900 5,77( 5,959,091

2 青  森
う
０ 3,48C 2,562,97〔

岩  手 617 2,933 2,850,842

4 宮  城
●
０ 3,506 3,364,167

秋  田 412 2,346 2,346,207

山  形 830 3,143 2,760,44`

福  島 3,32C 3,598,04芝

茨  城 1,91ラ 1,837.86〔

栃  木 40〔 2,194 1,839,99(

群  馬 437 2,376 2,778,34〔

1 埼   玉
”

， 4,021 4,360,264

千  葉 372 2,057 2,322,02(

3 東  京 4,192 2,948,272

4 神 奈 川 5‖ 5,06C 5,835.505

5 新  潟 627 3,44〔 3,804,809

6 富  山 461 2,01Z 1,836.63C

7 石  川 446 2,68“ 1,918,251

福  井 376 2,20C 1,754,14〔

山  梨 1,48〔 1,879,88ラ

長  野 658 3,45ラ 2,326,43(

岐  阜 773 4,15C 3,9731217

静   岡 509 4,301 4,043,75C

愛  知 902 7,421 8,829,40C

24 重 500 2,961 3,605,941

滋   賀 461 2,534 2,668,291

京  都 3,1‖ 2,939,21C

大  阪 348 5,19C 4,574,65ε

兵  庫 600 6.029 6,800,27E

奈  良 271 l,728 1,950,021

和 歌 山 895 936i36C

鳥  取 303 1,336 1,107,971

島  根 212 1,20C 1,449,77(

岡   山 416 2,584 3,029,10C

広  島 308 2,062 2,575,121

山   口 337 2,89C 2,490,81C

徳  島 405 1,559 1,854,96〔

香  川 1,351 1,314,78〔

愛  媛
●
● 2,49C 2,964,904

高  知 426 2,022 1,861:016

40 福  岡 618 6,26C 7,053,937

佐  賀 394 1,82C 1,844134〔

42 長  崎 236 1.67[ 1,805,099

熊  本 576 3,111 2,882,758

44 大  分 342 2,042 2,120,993

45 宮  崎 272 1,14[ 1,371,043

46 鹿 児 島 2,431 2,427,051

沖  縄 1,251 1,197=663

合  計 21,394 137,192 138,556,692

※ 都道府県議会で予算化され事業計画として積み上げられているもの(10月 22日時点)
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